
規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
平
成
何
年
度
」
を
「
何
年
度
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

 

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
入
場
料
の
」
を
「
規
則
で
定
め
る
」
に

改
め
、
同
項
の
表
特
別
入
場
料
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

第
五
十
四
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
場
以
外
の
競
輪
場
と
し
て
車
券
の
発
売
等
を
行
う
場
合
の

条
例
第
四
条
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

    

第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
第
五
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

五
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
中
第
二
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
、
第

五
十
四
条
、
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。 

特

別

入

場

料 

西

武

園

競

輪

場

 

大

宮

競

輪

場 
特

別

観

覧

席 

ロ

イ

ヤ

ル

席 

特

別

観

覧

席 

一
、
○
○
○
円 

三
、
○
○
○
円 

一
、
○
○
○
円 

 

特

別

入

場

料 

西

武

園

競

輪

場

 

大

宮

競

輪

場 

特

別

観

覧

席 

特

別

観

覧

席 

三
○
○
円 

三
〇
〇
円 

 


